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効果を上げるためのチェックポイント

○ 情報交換に終わらせない 

生徒指導委員会や不登校対策委員会等せっかく様々な協議の場を設けているにもかかわら

ず、「今月はこのような状況でした」という報告に終わってしまうことが少なくありません。

当該児童が今後どのように変容することをめざすのか、そのためには、だれが中心となり、

どのようなかかわりをしていくのかを話し合うことが大切です。

○ 個への寄り添い方を工夫する 

ケース会議の結果、生徒指導上の課題を抱える児童が落ち着いて学校生活を送れるように

と、特定の教職員が終日にわたり当該児童のそばについて指導・助言を担当することがあり

ます。このとき、当該児童の主体的な活動や集団とのかかわりを妨げてしまい、かえって本

人のストレスを高めてしまうことがないように留意することが大切です。

実践事例②：教職員の役割とかかわり方を明確にする

ある学校では、それぞれの教職員等の専門性を生かした役割の連携に努めています。

児童の心に寄り添ったかかわり方に変わったことで、問題行動が減少してきています。

◆遅刻を繰り返す児童に対して

遅刻の繰り返しを不登校の前兆と捉え、学期初めを重点に遅刻者の指導に取り組んでいます。

昨年度遅刻の多かった児童が、今年度は遅刻せずに登校しており、学級担任である若年教員

の悩みや不安の軽減に結び付いています。

生徒指導部は

児童一人一人につい

てアセスメントし、対

応策を共通理解する。

全教職員は

役割を分担し合って

全員で登校指導する。

特別支援教育コーディネーターはスクールソーシャルワーカーは

・定期的に本人に直接かかわる。
・アセスメントの結果を学級担任
にフィードバックする。

学級担任は

・本人に寄り添い不安をケアする。
・お互いを認め合い励まし合う学級
づくりに努める。

・職員会議や現職教育研修の場において、全教職員に対

して、資料を用いてかかわり方の研修を行う。

・行動修正だけ呼びかけてもうまくいかない。

・いいところを伸ばそう。

・児童の不安を感じ取り、それに寄り添おう。

・大切な存在であることを伝えよう。

・気になる児童について情報交換とアセスメントを進

め、教職員の共通理解を図る。

登校して来ない・教室に入れない時の組織的対応として

発生時対応・指導 報告・記録 事後対応

①教室入
室をしぶる
児童

②登校して来ない児
童 

（養護教諭が指示） 

担任
（口頭，カード）
↓

不登校対応教員 
がデータ保管

生徒指導主事
↓ ↑
管理職

担任
学年団
生徒指導
主事
養護教諭
ＳＣ
管理職

不登校対
応教員２名
が対応・指
導する。

担任が家に迎えに行
く。その間、不登校対
応教員が該当学級を
指導する。

−　��　−



- 36 -−　��　−



- 37 -

実践事例②：役割連携を図った相談体制を整備する

ある学校では、教職員のサポートチーム・保護者・関係機関が連携し、児童への指導の在り

方の共通理解に努めています。体制の確立に伴い、学級担任

は自信をもって迅速に対応できるようになっています。

効果を上げるためのチェックポイント

○ 日ごろから情報と願いの共有に努める 

何か問題が起きたときだけ学校から連絡がある。連絡や情報交換で終わってしまう。やや

もするとこのような連携に留まってしまうことがあります。日ごろから互いの意思の疎通

を図り、各機関が一体となって取り組んでいく行動連携の考え方が大切です。 

実践事例①：児童・保護者・担任が連携する

ある学校では、これまで以上に保護者との連携を強め、児童、保護者、学級担任の三者が一

つのチームとして、児童の成長にかかわっています。例えば、年度初めの家庭訪問は、自己紹

介の場だけでなく、三者が目標と達成のための方策を話し合う場として位置付けています。

三者が力を合わせて取り組むことで目標に達することができた児童は、達成感を味わい、自

信を深め、さらに前向きに物事に取り組めるようになります。

本人の学力や自己や他者に対す

る気持ち、学校の様子等を把握する

とともに、家庭での様子や保護者の

願いを伝える。

この１年の本人の目標と取組方

法を理解し、保護者として応援・協

力する内容と学級担任が学校で行

う指導・支援の内容を理解する。

自分の目標と、達成に向けて取り組むことを伝

える。保護者と学級担任がどんな願いを持ちどの

ように応援・協力してくれるかを理解する。

調査結果等から伺える学力面や情

意面のよさや課題、学校の様子、担

任としての願いを伝える。

本人の夢や目標と保護者の意向を

受け止めた上で、担任と保護者がい

かにかかわり、そのことをどのよう

に伝え合うか提案し、合意する。

目標と対策を合意

・ スクールカウンセラー

・ スクールソーシャル 

ワーカー 

・ 児童民生委員 

・ 放課後学習支援員 

・ 教育支援教室 

（市教育センター） 

・ 少年育成センター 

・ 中学校

・ 幼稚園

・ 子育て支援課 

・ 医療機関 

関係機関 

いつでも専門家からのアドバイ

スを受けられる体制を確立。地域

の教育機関とは指導基準を統一。

保護者 

学級通信にて

日々の行動や出

来事、それに対

する学級担任の

考えを周知。

問題行動等気

になることは必

ずその日のうち

に伝達。

教職員のサポートチーム 

学級担任 
問題行動が起これば、学級担任は抱え込まずに

管理職に報告。迅速に校内のサポートチームを編

成。校長の判断で、関係機関とも連携。

児童

学級担任 

保護者 
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